
 

 

 

 

 
税理士が知っておきたい 

社会保険労務の知識と最近の動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時  令和 7 年 11 月 6 日(木) 

          13 時 30 分～15 時 20 分 

会  場  税理士会ビル 2 階大ホール 

講  師  社会保険労務士 磯 貝 孝 行 
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Ⅰ.労働基準監督署の調査について 

 

1.労働条件自主点検表について (回答郵送) 【資料№.1】 

 

Ｑ１.顧問先の介護事業所より労働基準監督署から、「労働条件自主点検」のお願いという 

案内が来たので書き方を教えて欲しいと連絡がありました。 

どのように対応しますか？ 

 

Ａ１． 

①顧問社会保険労務士に聞いたほうがいいよ。 

  ②今度、月次で訪問した時に見せてみて。 

  ③自主点検のお願いだから、正直に書けばいいんじゃない。 

  ④自主点検のお願いだから、出さなくてもいいんじゃない。 

   

◇労働条件自主点検表とは 

 ・事業主自身で労務条件等の点検ができる資料が郵送されます。 

 ・対象は全国の労働基準監督署の記録から抽出された事業場です。 

 ・ＷＥＢでの回答もできます。 

 

◇自主点検表の流れ 

 事業場→WEB で回答、又は監督署に郵送→ 

 ～改善が必要な場合～ 

(必ずとは言い切れないが)→労働基準監督署より調査の案内 

 

※「問題があれば自主的に改善するきっかけとしていただく」ということですから、自主

点検結果報告書を提出してから一定の期間を経過していれば、改善済みになっている

筈という建前 
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◇自主点検表の内容について       【資料№.1】 

         

１.労働条件の明示  (労働基準法第 15 条) 

２.有期労働契約(期間を定め締結された契約) 

３.無期転換に関する明示 

                    【資料№２】労働条件通知書 

 ※2024 年法改正、①就業場所、業務の内容の(変更の範囲)、 

②有期契約の場合の更新の上限の有無③無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 

４.就業規則 

５.就業規則・３６協定の周知 

 

６.時間外労働・休日労働 

７.３６協定の締結・届出 

８.３６協定の届出日 

                      【資料№３】 36 協定届の記載例(特別条項)  

 

９.休憩時間 

１日６時間を超える場合 ４５分以上 

１日８時間を超える場合 １時間以上 

※労働時間の途中に与えなければならない 

 

※６時間までの休憩時間は？ 

パート社員から、「子供が早く帰ってくるので 15時 30 分に仕事を終えたい。」 

と申し出がありました。 

次のような勤務はできると思いますか？注意点は何でしょうか。 

始業時刻 終業時刻 休憩時間 労働時間 

9:00 15:30 30 分 6 時間 
 

  

１０.年次有給休暇 

  (1)5 日以上の取得義務 

  (2)年次有給休暇管理簿     

【資料№４】ととのえましょう 法定帳簿  

              

１１.賃金控除協定   

                    【資料№５】賃金控除関する協定書記載例  
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１２.最低賃金 

  (1)最低賃金額(愛知県) 1,077 円→1,140 円 令和 7年 10 月 18 日より 

  (2)事業場で最も低い賃金額 

 

参考【最低賃金の計算方法】 

1. 時間給の場合 

時間給≧最低賃金額（時間額） 

2. 日給の場合 

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 

3. 月給の場合 

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 

 

◎月給者の最低賃金の確認の仕方 

 月給÷1か月平均所定労働時間=時間単価 ≧最低賃金額（時間額） 

 

※1か月平均所定労働時間とは 

 年間労働日数(365 日―年間休日日数)×１日の所定労働時間 

 

 →年間休日 105 日の場合(1 日 8時間) 

      (365 日―105 日)×8 時間÷12か月=173.33‥‥ 

 例 1:基本給 200,000 円/月、手当なしの場合  

   200,000 円÷173.33 時間=1153.86 円 ≧1,140 円 最低賃金額 →○ 

  

例 2:基本給 190,000 円/月、家族手当 10,000 円/月の場合 

     190,000 円÷173.33 時間=1096.17 円 ≧1,140 円 最低賃金額 →✕ 

 

※最低賃金の対象にならない賃金 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

  

→年間休日 115 日の場合(1 日 8時間) ［250 日×８時間÷12 か月=166.66‥‥］ 

  190,000 円÷166.66 時間=1140.00 円 ≧1,140 円 最低賃金額 →○ 

  

※労働日数のほかに１日の所定労働時間によっても変わります。 

 →年間休日 105 日の場合(1 日 7.5 時間) ［260 日×7.5 時間÷12 か月=162.5］ 

   190,000 円÷162.5 時間=1169.23 円 ≧1,140 円 最低賃金額 →○ 
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１３.割増賃金 

  (1)時間外労働の割増賃金 

    時間外労働を行なわせた場合に対して、その時間に対して支払う 

      賃金の割増率は、どれだけですか。 

 →通常の時間外労働に対して支払う賃金の割増率          %   

  

  (1)-2 月 60 時間超の時間外労働の割増賃金 

   →月 60時間超の時間外労働に対して支払う賃金の割増率        % 

 

(2)深夜労働の割増賃金 

→深夜労働に対して支払う賃金の割増率              % 

  ○深夜時間とは(22 時～５時)   

 

  (3)休日労働の割増賃金 

→休日労働に対して支払う賃金の割増率              % 

       ○休日とは(毎週少なくとも１日の休日=法定休日) 

○祝日は? (会社の所定休日とは別の意味あい) 

 

１４.移動時間・待機時間 

   移動時間や待機時間を適正に把握していまか。 

  ※訪問介護の移動時間、運送業の待機時間 

  

１５.休業手当 

   利用者から利用申込みの撤回を受けたことを理由に労働者を休業させたときに、 

通常の賃金または休業手当を支払っていますか。 

   ※休業手当とは  

 会社側の都合（使用者の責に帰すべき事由）により、労働者を休ませた場合に支払わ

なければならない、平均賃金の６割以上の額の手当です（労基法第 26 条） 

 

１６.健康診断 

  (1)定期健康診断を実施していますか。 

  (2)深夜業に常時従事する労働者に定期健康診断を実施していますか。 

    ‥‥介護施設の夜勤担当者 

１７.災害防止 

   転倒災害防止対策、腰痛予防対策を講じていますか。 
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2.労働条件に関する調査の実施について【資料№6】労働条件に関する調査の実施について 

Ｑ２.顧問先へ労働基準監督署から、「労働条件に関する調査の実施について」が届きました。 

 どのようなアドバイスをしますか? 

 

Ａ２. ①顧問社会保険労務士に聞いたほうがいいよ。 

    ②持っていく書類を一緒に揃えましょう 

  ③面倒だから無視しておきましょうか。 

◇労働基準監督署の立ち入り調査の種類 

①定期監督 ［監督指導 6288 事業場、法令違反 3974 事業場 (63.2%)］(令和４年) 

 主な違反の項目 

  労働時間・休日        1281 件(20.4%) 

 時間外労働に係る割増賃金    823 件(13.1%) 

  年次有給休暇          583 件( 9.3%) 

すべての業種や企業が対象(重点業種等あるらしい)無作為に調査対象選出。 

拒否することはできません。予告なしの立ち入りもあります。 

②申告監督  … 労働者の申告等により実施    

●主な申告内容(重複あり)              1495 件(令和４年) 

 a. 賃金不払   （一部不払い等を含む） 1070 件 (71.5%) 

  b. 労働条件明示等           198 件 (13.2%)  

  c. 解雇                151 件  (10.8%) 

  d. 最低賃金              117 件 ( 7.8%) 

  e. 労働時間等             29 件 ( 1.9%) 

③災害時監督 … 労災発生時に原因究明や再発防止の指導 

④再監督   … 以前に受けた是正勧告への対応を確認する 

⇒違反 ⇒是正勧告 ⇒是正報告書 

●調査の結果、法令違反があった場合には「是正勧告書」が、法令違反がない場合でも、

改善が必要な場合には「指導票」が交付されます。 

→是正勧告や指導票を受けた場合は、労働基準監督署が指定した期日までに改善し、

是正報告書を提出して終了です。是正を行わない場合は再監督が行われるほか、悪

質と判断されれば送検されることもあります。 

■司法処分   … 50 件 

労働基準法、労働安全衛生法等の法令に基づき、重大・悪質な法令違反に対して、

司法警察権限を行使して捜査を行い、検察庁へ送検すること。 

  ・労働基準法違反   

       定期賃金の不払い(最低賃金含む)、労働時間・休日  25 件 

  ・労働安全衛生法違反  

              墜落等危険防止、機械等危険防止、労災かくし等   25 件 
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◇持参いただくもの⇒ 

1.労働条件調査票       【資料№7】労働条件調査票 

  会社の概要‥‥事業場とは。(原則 場所的観念によって決定。 会社単位ではない。) 

 人数、労働時間、36協定の届出日、長時間労働、 

給与計算・最低賃金、就業規則届出日、健康診断実施日 

‥‥概ね、この内容に沿って調査(確認)されます。 

2.来署される方の印鑑 

3.労働条件通知書等の労働条件を明示した書面等  

4.就業規則(賃金規程等の別規程を含む) 

5.タイムカード等労働時間が確認できる書類 

6.時間外労働・休日労働に関する協定届 

7.変形労働時間制を採用している場合は、その関係書類(労使協定、勤務割表) 

8.賃金台帳(毎月の時間外労働時間数が分かるもの) 

9.健康診断結果個人票(過去１年分) 

10.年次有給休暇管理簿(過去２年分) 

※⑧は直近６か月分、⑤はそれに対応する期間を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

○調査での主な確認事項 ●確認書類(持参いただくもの)と是正勧告内容

3.労働条件通知書等の労働条件を明示した書面等

・作成義務を知らないため未作成である

・ 労働時間数、残業時間数、深夜労働時間数など
の記載がない（特に残業時間）

8.賃金台帳(毎月の時間外労働時間数が分かるもの)

10.年次有給休暇管理簿(過去２年分)

・年次有給休暇の付与日（＝基準日）と付与日数の
記載がされていない

・具体的な取得日が記載されていない

②法定帳簿（出勤簿、賃金台帳、労働者名
簿、年次有給休暇管理簿）は正しく作成し
保存しているか

【資料№４】
ととのえましょう　法定帳簿

年次有給休暇の取得状況に問題はないか

→出勤簿

→賃金台帳

→労働者名簿　今回なし

・有給休暇の取得義務化(年5日)が守られていない

①労働基準法で定められた労働条件を書面
で通知しているか

5.タイムカード等労働時間が確認できる書類

・押印など出退勤の確認のみで、始業・終業時間が
記録されていない
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6.時間外労働・休日労働に関する協定届④36協定書など必要な届け出をしているか

○調査での主な確認事項 ●確認書類(持参いただくもの)と是正勧告内容

医師等の意見聴取（安衛法第66条の4）がされいない

① 定期健康診断の実施→②健康診断結果の労働者
への通知→
（所見ありと診断された労働者について）
③医師等の意見聴取（安衛法第66条の4）
a.通常勤務  b.勤務を制限する必要があるc.勤務を
休む必要がある

※意見を聴く医師等
　・産業医
　・産業医の選任義務のない事業場(50人未満)
　　労働者の健康管理等を行うのに
　　必要な知識を有する医師等
    →地域産業保健センターの窓口など
   ※無料　要予約
　(名古屋市東区葵1-4-38　名古屋市医師会５階)

⑦労働安全衛生法に基づく健康診断を適切
に行っているか

・別規程　　賃金規程、退職金規程、

　育児介護休業規程、パート規程等

7.変形労働時間制を採用している場合は、その関係
書類(労使協定、勤務割表)

5.タイムカード等労働時間が確認できる書類

・１か月の平均所定労働時間の確認

・割増賃金の除外賃金

【資料№8】割増賃金の計算方法

9.健康診断結果個人票(過去１年分)

4.就業規則(賃金規程)

4.就業規則(賃金規程等の別規程を含む)③就業規則を作成し届け出をしているか
（従業員が常時10人以上の場合）

⑤36協定を超える時間外労働が発生してい
ないか

⑥残業代は正しく支払われているか 8.賃金台帳(毎月の時間外労働時間数が分かるもの)

8.賃金台帳(毎月の時間外労働時間数が分かるもの)

5.タイムカード等労働時間が確認できる書類
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Ⅱ.年金事務所の調査について 

1.適用に関する調査票 (回答郵送)   【資料№9】適用に関する調査票 

①給与を支払った人数  (源泉所得税領収書の人数) 

   ②社会保険の被保険者数(後期高齢者除く) 

    ③社会保険未加入の人の内訳 

    (ア)週３０時間以上(=社会保険に加入させなくてはならない人) 

    (イ)週３０時間未満(=社会保険に加入しなくてよい人) 

      (ウ)後期高齢者の人(75 歳以上の厚生年金該当者含む) 

    (エ)保険料は控除していなけれど社会保険に加入している人＋役員(取扱い不明) 

   ※記入が簡単なので相談なしで(間違えて)記載して提出されやすい。 

      →後日調査案内 電話して訂正届 

  ○調査目的 社会保険未加入者の有無(特にパート) 

  

 2.全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査の実施

について(総合調査)       (来所通知 年金事務所へ行く)    【資料№10】 

  ◇用意するもの 

   1. 労働者名簿、雇用契約書 

   2．源泉所得税領収書  

  3. 賃金台帳         (令和５年９月から・・・２年間分) 

  4. 社会保険に加入されていない方々の勤務状況が確認できるもの 

   (出勤簿、タイムカードなど) (令和５年９月から・・・２年間分) 

  5. 就業規則(労働協約)、給与規程 

  6. 事業名称、所在地のゴム印 

7. 事業所現在状況確認表 【資料№11】(年金事務所によって書式違います) 

  

◆資格及び報酬等の調査(総合調査)で確認される事項 

①加入義務のある人が未加入になっていないか。 

・被保険者資格の取得、喪失（対象者、加入日、喪失日）手続きが適正に行われているか。 

・二か所以上で勤務している人(副業、役員等)の手続きが適正か。 

 →源泉所得税領収書、賃金台帳(労働時間、労働日数) 

 …タイムカード、雇用契約書、就業規則 

②被保険者の報酬が正しく届け出されているか。 

・算定基礎届で提出された標準報酬月額が適正か。 

・固定的賃金（基本給、〇〇手当、通勤手当等）に変動があった場合、 

随時改定（月額変更）の手続きが取られているか。 

・賞与支払届が出されているか。 

 …賃金台帳(基本給、諸手当、労働日数[17 日以上]等) 
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 ※調査事例 

  Ａ社 社長の社会保険の加入手続きがされていない。 

   

Ｂ社で、社会保険加入。今回は関連会社の調査。 

従前の調査（関与前・コロナ前）は、他社で入っているから大丈夫と押し通した。 

今回も、自社で対応。事前に予備調査をし、指摘を踏まえて調査に臨まれた。 

●要提出届書等一覧  【資料№12】   

※参考資料 兼業・副業等により２か所以上の事業所で勤務する皆さまへ【資料№13】 

 

 

3.厚生年金・健康保険の加入状況に関する調査(お願い)【資料№14】 

目的:社会保険に加入していない会社などへの案内 

対象:強制適用事業所で社会保険に加入されていない事業所 

 ①常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所 

②常時 5人以上の従業員を使用する個人事業所【資料№15】 

（旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。）     

③船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶主に法人 

よくある事例 ・関連会社で役員のみ 

       ・不動産管理のみの会社など 

調査票:加入対象者がいるかどうか        【資料№16】 

※記載例:5 厚生年金保険・健康保険に加入していない理由を教えてください。 

  オ 上記ア～エ以外の理由   

・役員のみの会社。常勤役員には報酬を支払っていないため。 

     ・３０時間未満のパートに報酬は支払っているが、役員には報酬を支払ってい

ないため。 

→加入対象者がいない場合         【資料№17】 

          ※証明する書類を添付 
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Ⅲ. 社会保険の法改正 

 1. 社会保険の適用拡大について 

企業規模 

(被保険者数) 

501 人 

以上 

101 人 

～ 

500 人 

51 人 

～ 

100 人 

36 人 

～ 

50 人 

21 人 

～ 

35 人 

11 人 

～ 

20 人 

1 人 

～ 

10 人 

適用時期 2016 年 

10 月～ 

2022 年 

10 月～ 

2024 年 

10 月～ 

2027 年

10 月～ 

2029 年

10 月～ 

2032 年

10 月～ 

2035 年

10 月～ 

○従業員数のカウントについて 

 ①Ａ.フルタイムで働く従業員数 

＋ 

Ｂ.１週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数がフルタイムの 3/4 以上の

従業員数 

   ＝被保険者数 

 ②従業員数（被保険者数）の基準を常時上回る場合 

  ※厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち 6か月以上基準を超えることが

見込まれる場合を指します。 

 ③法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、個人事業所は個々の事

業所ごとにカウントします。 

  

○対象となる従業員の要件 

 ①週の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満 

  ※契約上の所定労働時間で、臨時に生じた残業時間は含みません。 

   →契約上 20 時間に満たない場合でも、実労働時間が 2 か月連続で週 20 時間以

上となり、それ以降も続く見込みのときは、3か月目から加入対象となります。 

 

 ②所定内賃金が月額 8.8 万円以上 （3 年以内に廃止） 

 ③2か月を超える雇用見込みがある 

 ④学生でない ※休学中、定時制、通信制の方は加入対象 

 

2.厚生年金保険の標準報酬月額上限額引き上げ 

標準報酬月額の上限額 65万→68万 68万→71万 71万→75万 

適用時期 2027年 9月～ 2028年 9月～ 2029年 9月～ 
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Ⅳ.パワーハラスメントについて 

1.パワハラで労災だと申請された事例について 

事件の概要 

①傷病手当金(適応障害)で休んでいた社員が退職した。 

 入社１年未満なので、傷病手当金の資格喪失後の給付はもらえません。 

②労災の様式８号(休業給付)をもってきて証明して欲しいと申し出があった。 

 →上司から仕事の仕方について注意・指導をされたというメモをだしてきた。 

  ③業務上外認定に伴う資料の提出について  【資料№18】   

  ④精神障害の労災認定 

   出来事の累型 [22]パワーハラスメント  【資料№19】 

   →人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を

逸脱した精神的攻撃 

        

 ○ パワーハラスメントの定義(あかるい職場応援団より 厚生労働省) 

職場のパワーハラスメントとは 

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる 

①優越的な関係を背景とした言動であって、 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの３つの要素を全て満たす

ものをいいます。 

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導につ

いては、職場におけるパワーハラスメントには該当しません 

  

○パワハラの６類型    【資料№20】 

（１）身体的な攻撃（暴行・傷害） 

（２）精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言） 

（３）人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視） 

（４）過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害） 

（５）過小な要求（業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ

ることや仕事を与えないこと） 

（６）個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること） 

  

○パワハラで労災認定  【資料№21】 
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2.パワハラで労働基準監督署へ相談 

・会社や労働組合に相談窓口がない…。 

・相談したけれども取り合ってくれなかった…。 

・会社に相談すると不利益がありそうでなかなか相談できない…。 

         ↓ 

 労働局または労働基準監督署に「総合労働相談コーナー」があります。 

  

◇総合労働相談コーナー(各都道府県労働局) 

 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、ハラス

メントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相

談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。 

また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指

導や「紛争調整委員会によるあっせん」も行っています。 

 

○特定社会保険労務士とは 

通常の社会保険労務士業務に加えて 

紛争解決手続きの代理業務［裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）］が可能。 

  取り扱いできる業務は増えるものの、社労士の上位資格ではありません。 

  依頼者の代理人となれるのは、「紛争調整委員会によるあっせん(労働局)」や 

社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」での 

あっせんの場等に限られ、 

  例えば、労働者と会社側の～あっせんの手続きの開始から終了まで～の間に 

  直接和解の交渉をすることはできても、 

  あっせん以外での個別の交渉において代理人となることはできません。 

  また、あっせん等の手続外で申請人等を代理して和解することも認められません。 
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事例１： いじめ・嫌がらせ（支店長からの暴言等）に係るあっせん  

(あかるい職場応援団 HPより 厚生労働省) 

◇事案の概要 

申請人は、期間契約社員として勤務していたが、在職中に、支店長から｢ミスを３回した

らクビだ。｣と言われ、ミスしてはいけないと精神的に追い込まれたため体調を崩した。

社内の相談窓口に相談するも改善がなかったため、退職せざるを得なかった。退職後に、

精神的・経済的損害に対する補償金を請求するも、支払われなかった。 

このため、精神的・経済的損害を被ったことについての補償金として 100 万円の支払いを

求めたいとしてあっせん申請したもの。 

  ◇あっせんのポイント・結果 

 

事例２：いじめ・嫌がらせ（代表者からの暴言、職場環境等）に係るあっせん 

(あかるい職場応援団 HPより 厚生労働省) 

◇事案の概要 

申請人は、私病による体調不良から、通院のため早退することがあった。社長、部長に対

し、通院のために早退することを伝えたところ、心ない発言を受けた。 

体調不良に加えて、事業主からの心ない発言を受けたことにより、精神的に追い込まれ、

退職せざるを得なくなった。社長に対して、発言の謝罪と補償金の支払いを求めたとこ

ろ、心ない発言についての謝罪はあったものの、補償金の支払いはなされなかった。 

このため、補償金として退職しなければ得られたはずである１、２年分の賃金補償 

（１００万～２００万円）の支払いを求めたいとしてあっせん申請したもの。 

◇あっせんのポイント・結果 

・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は事実を認め、金銭解決の考えを

示したものの、１年分の補償は難しいという内容であった。 

・これに対し、申請人としては、退職せざるを得なかった環境を理解してもらった上で、

１年分に近い額の補償を求めたいとした。 

・あっせん委員が、被申請人に対し、事業主の発言としては軽率であることを説明し、解

決に向けて働きかけたところ、解決金として５０万円支払うことが示された。 

・被申請人の解決金額の提示を受けて、あっせん委員が、調整した結果、 

解決金として６０万円を支払うことで合意が成立し、解決した。 

                                    以  上 

・あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人に対し、解決に向けた考えを確認したとこ

ろ、被申請人は、ミスがないようにという旨の指示をしたことはあったが、ミスを３回し

たら解雇にするという意図はなかったとして、いじめ・嫌がらせの事実は認められなかっ

たとしたものの、問題を解決するために、金銭による解決の考えを示したもの。 

・解決金として双方譲歩可能な金額を確認し、調整した結果、解決金として 60万円を支

払うことで合意が成立し、解決した。 


